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 津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  平成２０年１２月２２日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第３６号 

   津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１８年津市条例第３７

号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 

 第１条中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「 

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人

等」を「公益的法人等」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

 

 

津市保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

平成２０年１２月２２日 

    

                      津市長 松 田 直 久   

    

津市条例第３７号 

津市保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

津市保育所の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第１１８号）

の一部を次のように改正する。 

別表中 

 

 

  

 

 
 

改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 

津市太郎生保育園 津市美杉町太郎生２１０８番地１ ４５人 

津市多気保育園 津市美杉町下多気２８８３番地 ２０人 

津市八幡保育園 津市美杉町川上３４５番地 ２０人 

津市太郎生保育園 津市美杉町太郎生２１０８番地１ ４５人 

「 

」

「 
」

 

を

に



 

 

 

 

 津市農業共済条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２０年１２月２２日 

 

                      津市長 松 田 直 久  

 

津市条例第３８号 

   津市農業共済条例の一部を改正する条例 

 津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）の一部を次のように改

正する。 

 第３２条第１項第１号中「５月２０日」を「４月２０日」に改め、同項第２

号から第６号までの規定中「１２月２０日」を「１１月２０日」に改める。 

 第３４条第１号中「７月１０日」を「６月２０日」に改め、同条第２号から

第６号までの規定中「２月２０日」を「１月２０日」に改める。 

 第３５条第１項中「規定する者」の次に「（法第１５０条の３の３第１項に

規定する金額を共済金額とする農作物共済にあっては、規則第４７条の９にお

いて規定する者のうち、その者が耕作する農作物共済の共済目的の種類等に係

る農作物に係る収穫物の生産量のおおむね全量を原則として過去５年間におい

て法第１５０条の３の５第２項において読み替えて準用する法第１２０条の１

０に規定する収穫物の数量及び価格に関する資料の提供につき協力が得られる

農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物の生産量のおおむね 

全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者に限る。）」 

を加え、「水稲については甲、麦については甲」を「甲」に改め、同項の表を

次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 



 

農作物共済の共

済目的の種類等
農作物共済の種別 共済金額

法第106条第１項第１号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の30 

100分の40 

100分の50 

甲 

法第106条第１項第２号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の20 

100分の30 

100分の40 

  乙 

法第106条第１項第３号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の10 

100分の20 

100分の30 

丙 

水稲 

法第150条の３の３第１項に規定

する金額を共済金額とする農作

物共済 

100分の90 

100分の80 

100分の70 

丁 

法第106条第１項第１号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の30 

100分の40 

100分の50 

甲 

法第106条第１項第２号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の20 

100分の30 

100分の40 

乙 

法第106条第１項第３号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の10 

100分の20 

100分の30 

丙 

麦１類、麦２類 、 

麦３類、麦４類 

及び麦５類 

法第150条の３の３第１項に規定

する金額を共済金額とする農作

物共済 

100分の90 

100分の80 

100分の70 

丁 

甲は、当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごと

に、単位当たり共済金額に、当該耕地の当該農作物共済の共済目的の種類等に

係る基準収穫量（第３８条第３項の規定により定められる基準収穫量をいう。

以下同じ。）に、上の表の中欄に掲げる割合から、農作物共済加入者が選択し

た割合ごとに、１００分の３０の場合にあっては１００分の７０、１００分の

４０の場合にあっては１００分の６０、１００分の５０の場合にあっては１０

０分の５０をそれぞれ乗じて得た金額とする。 

   なお、農作物共済加入者が第３２条第１項に規定する共済細目書の提出期日

までに、同表中欄に掲げる割合について申出をしなかったときは、当該農作物

共済加入者に適用する割合は、１００分の７０とする。 

   乙は、農作物共済加入者ごとに、単位当たり共済金額に、当該農作物共済加

入者が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの



 

基準収穫量の合計に、上の表の中欄に掲げる割合から、農作物共済加入者が選

択した割合ごとに、１００分の２０の場合にあっては１００分の８０、１００

分の３０の場合にあっては１００分の７０、１００分の４０の場合にあっては

１００分の６０をそれぞれ乗じて得た金額とする。 

 なお、農作物共済加入者が第３２条第１項に規定する共済細目書の提出期日

までに、同表中欄に掲げる割合について申出をしなかったときは、当該農作物

共済加入者に適用する割合は、１００分の８０とする。 

丙は、農作物共済加入者ごとに、単位当たり共済金額に、当該農作物共済加

入者が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物共済の耕作を行う耕地ご

との基準収穫量の合計に、上の表の中欄に掲げる割合から農作物共済加入者が

選択した割合ごとに、１００分の１０の場合にあっては１００分の９０、１０

０分の２０の場合にあっては１００分の８０、１００分の３０の場合にあって

は１００分の７０をそれぞれ乗じて得た金額とする。 

なお、農作物共済加入者が第３２条第１項に規定する共済細目書の提出期日

までに、同表中欄に掲げる割合について申出をしなかったときは、当該農作物

共済加入者に適用する割合は、１００分の９０とする。 

丁は、農作物共済加入者ごとに、基準生産金額に１００分の６０を乗じて得

た金額を下らず、基準生産金額に、上の表の中欄に掲げる割合から、農作物共

済加入者が選択した割合ごとに、１００分の９０の場合にあっては１００分の

９０、１００分の８０の場合にあっては１００分の８０、１００分の７０の場

合にあっては１００分の７０に相当する金額（以下「特定農作物共済限度額」

という。）をそれぞれ超えない範囲内において、当該農作物共済加入者が申し

出た金額とする。 

なお、農作物共済加入者が第３２条第１項に規定する共済細目書の提出期日

までに、同表中欄に掲げる割合又は金額について申出をしなかったときは、当

該農作物共済加入者に適用する割合は１００分の９０とし、当該農作物共済加

入者に係る金額は、基準生産金額に当該割合又は当該農作物共済加入者が申し

出た割合を乗じて得た金額とする。 



 

第３５条第５項中「５月３１日」を「４月３０日」に改める。 

第３８条第１項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

農作物共済の共

済目的の種類等 
農作物共済の種別 共済金 

法第106条第１項第１号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の30 

100分の40 

100分の50 

甲 

法第106条第１項第２号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の20 

100分の30 

100分の40 

乙 

法第106条第１項第３号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の10 

100分の20 

100分の30 

丙 

水稲 

法第150条の３の３第１項に規定

する金額を共済金額とする農作

物共済 

100分の90 

100分の80 

100分の70 

丁 

法第106条第１項第１号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の30 

100分の40 

100分の50 

甲 

法第106条第１項第２号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の20 

100分の30 

100分の40 

乙 

法第106条第１項第３号に規定す

る金額を共済金額とする農作物

共済 

100分の10 

100分の20 

100分の30 

丙 

麦１類、麦２類 、

麦３類、麦４類 

及び麦５類 

法第150条の３の３第１項に規定

する金額を共済金額とする農作

物共済 

100分の90 

100分の80 

100分の70 

丁 

甲は、当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごと

に、共済事故による共済目的の減収量（その耕地の基準収穫量から、法第９８

条の２の農林水産大臣が定める準則に従って認定されたその年におけるその耕

地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、第３１条の本田移植期又は

発芽期において共済事故により発芽せず、又は移植できなかった耕地について

は、その差し引いて得た数量を、法第１０９条第１項の農林水産大臣が定める

方法により調整して得た数量をいうものとする。）が、上の表の中欄に掲げる

割合のうち第３５条第１項において農作物共済加入者が選択した割合又は同項

において本市が定めた割合ごとに、その基準収穫量の、１００分の３０の場合

にあっては１００分の３０を、１００分の４０の場合にあっては１００分の４

０を、１００分の５０の場合にあっては１００分の５０をそれぞれ超えた場合

に、第３５条第１項甲の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当



 

する数を乗じて得た金額に相当する金額とする。 

乙は、農作物共済加入者ごとに、当該農作物共済加入者が当該農作物共済の

共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的

の減収量（その耕地の基準収穫量から、法第９８条の２の農林水産大臣が定め

る準則に従って認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た

数量をいうものとし、第３１条の本田移植期又は発芽期において共済事故によ

り移植できず、又は発芽しなかった耕地については、その差し引いて得た数量

を、法第１０９条第１項の農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量

をいうものとする。）の合計が、上の表の中欄に掲げる割合のうち第３５条第

１項において農作物共済加入者が選択した割合又は同項において本市が定めた

割合ごとに、当該耕地ごとの基準収穫量の合計の、１００分の２０の場合にあ

っては１００分の２０を、１００分の３０の場合にあっては１００分の３０を、

１００分の４０の場合にあっては１００分の４０をそれぞれ超えた場合に、第

３５条第１項乙の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数

を乗じて得た金額に相当する金額とする。 

丙は、農作物共済加入者ごとに、共済事故による当該共済目的の減収量（当

該農作物共済加入者の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の

合計から法第９８条の２の農林水産大臣が定める準則に従い認定されたその年

における当該農作物共済加入者の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農

作物の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、第３１条の本田移植期又

は発芽期において共済事故により移植できず、又は発芽しなかった耕地につい

ては、その差し引いて得た数量を、法第１０９条第３項の農林水産大臣が定め

る方法により調整して得た数量をいうものとする。）が、上の表の中欄に掲げ

る割合から第３５条第１項において農作物共済加入者が選択した割合又は同項

において本市が定めた割合ごとに、当該農作物共済加入者の当該農作物共済の

共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の、１００分の１０の場合にあって

は１００分の１０を、１００分の２０の場合にあっては１００分の２０を、１

００分の３０の場合にあっては１００分の３０をそれぞれ超えた場合に、第３

５条第１項丙の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を

乗じて得た金額に相当する金額とする。 

丁は、農作物共済加入者ごとに、共済事故による当該共済目的の種類等たる

農作物の減収又は品質の低下（農林水産大臣が定める準則に従って認定された

その年における当該農作物共済加入者の当該農作物共済の共済目的の種類等に



 

係る農作物の収穫量にその年における当該農作物共済加入者の収穫に係る農作

物の品質の程度に応じ規則第４７条の８第１項の農林水産大臣の定める方法に

より一定の調整を加えて得た数量が、当該農作物共済加入者の当該農作物共済

の共済目的の種類等に係る基準収穫量に達しないものに限る。）がある場合に

おいて、法第９８条の２の農林水産大臣が定める準則に従い認定された当該農

作物共済加入者の当該農作物共済の共済目的の種類等に係るその年産の農作物

の生産金額がその特定農作物共済限度額に達しない場合に、その特定農作物共

済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定農作物共

済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。 



 

第３８条第２項を次のように改める。 

２ 前項の表の乙又は丙を共済金とする農作物共済にあっては、農作物共済加

入者ごとに、同項の規定により共済金が支払われない場合又は第１号若しく

は第２号に掲げる金額が同項の規定を適用して算定して得た金額を超える場

合であって、当該農作物共済加入者が当該農作物共済の共済目的の種類等た

る農作物の耕作を行う耕地で共済事故により収穫のないもの（以下「農作物

収穫皆無耕地」という。）があるときは、同項の規定にかかわらず、第１号

又は第２号に掲げる金額に相当する金額を共済金として支払うものとする。 

 ⑴ 次の表の左欄に掲げる第３５条第１項において農作物共済加入者が選択

した割合又は同項において本市が定めた割合に応じ、第３５条第１項乙の

単位当たり共済金額に、当該農作物収穫皆無耕地ごとの当該農作物共済の

共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計に、１００分の７０（第３１条

の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できず、又は発芽し

なかった農作物収穫皆無耕地については、法第１５０条の５第１号の農林

水産大臣が定める割合）を乗じて得た金額に、それぞれ同表の右欄に掲げ

る率を乗じて得た金額  

第３５条第１項において農作物共済加入者が選択

した割合又は同項において本市が定めた割合 
率 

１００分の２０ １ 

１００分の３０ ７分の６ 

１００分の４０ ７分の５ 

 ⑵ 次の表の左欄に掲げる第３５条第１項において農作物共済加入者が選択

した割合又は同項において本市が定めた割合に応じ、第３５条第１項丙の

単位当たり共済金額に、当該農作物収穫皆無耕地ごとの当該農作物共済の

共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計に、１００分の７０（第３１条

の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できず、又は発芽し

なかった農作物収穫皆無耕地については、法第１５０条の５第１号の農林

水産大臣が定める割合）を乗じて得た金額に、それぞれ同表の右欄に掲げ

る率を乗じて得た金額 

第３５条第１項において農作物共済加入者が選択

した割合又は同項において本市が定めた割合 
率 

１００分の１０ １ 

１００分の２０ ７分の６ 

１００分の３０ ７分の５ 



 

 第３８条第３項中「及び乙」を「、乙及び丙」に改め、同条第４項中「丙」

を「丁」に改める。 

 第４１条中「又は１００分の４０」を「、１００分の４０又は１００分の５

０」に、「１００分の１０又は１００分の２０」を「１００分の２０、１００

分の３０又は１００分の４０」に、「第３８条第１項丙」を「同項丙に規定す

る割合から農作物共済加入者が選択した割合又は同項において本市が定めた割

合ごとに、第３８条第１項丙の減収量が同項丙の基準収穫量の合計のそれぞれ

１００分の１０、１００分の２０又は１００分の３０を超える場合におけるそ

の超える部分の当該減収量をいい、第３５条第１項丁に規定する金額を共済金

額とする農作物共済にあっては、第３８条第１項丁」に改める。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 



 

別表第１（第３５条関係） 

農作物共済の共済金額表 

農作 

物共 

済の 

共済 

目的 

の種 

類等 

農作物共済の

種別 

 

法第107条第４項の規定による危険

段階別 

単位当たり共

済金額 

１ 危険段階基準共済掛金設定要

領（以下「要領」という。）

により算出した平成９年産か

ら平成17年産までの水稲の被

害率の平均が10.0％以上の農

作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未満

の農作物共済加入者 

100分の

30 

 

  平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

法第106条第

２項の規定に

より農林水産

大臣が定めた

２以上の金額

のうち最高額

のものと同額

 

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

水稲 

 

法第

106条

第１

項第

１号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

  

  

100分の

40 

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

  

  



 

10.0％未満の農作物共済加入者

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未満

の農作物共済加入者 

 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

同上 

 

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

 

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未満

の農作物共済加入者 

  

100分の

50 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

同上 

 法第

106条

第１

項第

100分の

20 

 

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

 



 

 ２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

 

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未満

の農作物共済加入者 

 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

同上 

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

 

３ 

 

要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未満

の農作物共済加入者 

 

２号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

100分の

30 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

同上 



 

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

 

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未満

の農作物共済加入者 

 100分の

40 

 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

同上 

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

 

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

  

法第

106条

第１

項第

３号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

  

100分の

10 

 

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未満

同上 



 

の農作物共済加入者 

   平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

  

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未満

の農作物共済加入者 

100分の

20 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

同上 

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

  

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

  

100分の

30 

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

同上 



 

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未満

の農作物共済加入者 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

１ 

 

要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

  

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 5.0％ 以 上

12.5％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 2.0％ 以 上

5.0％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の農

作物共済加入者 

100分の

30 

 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

同上 

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

 

麦１

類 

法第

106条

第１

項第

１号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

 

100分の

40 

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 5.0％ 以 上

12.5％未満の農作物共済加入者

同上 

  



 

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 2.0％ 以 上

5.0％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の農

作物共済加入者 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

 

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 5.0％ 以 上

12.5％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 2.0％ 以 上

5.0％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の農

作物共済加入者 

  

100分の

50 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

同上 

１ 

 

要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

  

  

法第

106条

第１

項第

２号

に規

定す

る金

100分の

20 

 

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

  



 

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 5.0％ 以 上

12.5％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 2.0％ 以 上

5.0％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の農

作物共済加入者 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

同上 

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

 

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 5.0％ 以 上

12.5％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 2.0％ 以 上

5.0％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の農

作物共済加入者 

100分の

30 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

同上 

 

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

  

  

100分の

40 

  

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

 



 

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 5.0％ 以 上

12.5％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 2.0％ 以 上

5.0％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の農

作物共済加入者 

  

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

同上 

１ 

 

要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

  

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 5.0％ 以 上

12.5％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 2.0％ 以 上

5.0％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の農

作物共済加入者 

 法第

106条

第１

項第

３号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす 

る農

作物

共済 

100分の

10 

 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

同上 



 

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

  

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 5.0％ 以 上

12.5％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 2.0％ 以 上

5.0％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の農

作物共済加入者 

  

  

  

  

100分の

20 

  

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

同上 

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

 

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 5.0％ 以 上

12.5％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被 害 率 の 平 均 が 2.0％ 以 上

5.0％未満の農作物共済加入者

    100分の

30 

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の農

同上 



 

作物共済加入者 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

100分の

30 

    
同上 

100分の

40 

    
同上 

法第

106条

第１

項第

１号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

100分の

50 

  

同上 

100分の

20 

    
同上 

100分の

30 

    
同上 

麦２

類、

麦３

類、

麦４

類及

び麦

５類 

 

法第

106条

第１

項第

２号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

100分の

40 

  

同上 

100分の

10 

    
同上 

100分の

20 

    
同上 

 法第

106条

第１

項第

３号

に規

定す

る金

額を

100分の

30 

 

 

 

   

 

 

 

同上 



 

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

   

 



 

 別表第２（第３６条関係） 

  農作物共済の共済掛金率表 

農作

物共

済の

共済

目的

の種

類等 

農作物共済

の種別 

法第107条第４項の規定による危

険段階別 

共済掛

金率 

農家負担

共済掛金

率 

１ 危険段階基準共済掛金設定要

領（以下「要領」という。）

により算出した平成９年産か

ら平成17年産までの水稲の被

害率の平均が10.0％以上の農

作物共済加入者 

％

2.657

％

1.328500

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

1.361 0.680500

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

1.023 0.511500

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

0.910 0.455000

水稲 

 

法第

106条

第１

項第

１号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

 

100

分の

30 

 

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

満の農作物共済加入者 

0.886 0.443000

  平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

0.979 0.489500

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

1.645 0.822500

  

100

分の

40 

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

0.842 0.421000



 

 10.0％未満の農作物共済加入者

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

0.633 0.316500

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

0.563 0.281500

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

満の農作物共済加入者 

0.548 0.274000

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

0.606 0.303000

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

1.023 0.511500

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

0.524 0.262000

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

0.394 0.197000

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

0.350 0.175000

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

満の農作物共済加入者 

0.341 0.170500

  100

分の

50 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

0.377 0.188500

 法第

106条

第１

100

分の

20 

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

3.596 1.798000



 

の農作物共済加入者 

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

1.842 0.921000

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

1.385 0.692500

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

1.232 0.616000

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

満の農作物共済加入者 

1.199 0.599500

 

項第

２号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

1.325 0.662500

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

1.365 0.682500

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

0.699 0.349500

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

0.526 0.263000

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

0.468 0.234000

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

満の農作物共済加入者 

0.455 0.227500

  100

分の

30 

 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

0.503 0.251500



 

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

0.649 0.324500

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

0.332 0.166000

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

0.250 0.125000

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

0.222 0.111000

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

満の農作物共済加入者 

0.216 0.108000

  100

分の

40 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

0.239 0.119500

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

7.179 3.589500

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

3.677 1.838500

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

2.764 1.382000

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

2.459 1.229500

 法第

106条

第１

項第

３号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

 

100

分の

10 

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

2.394 1.197000



 

満の農作物共済加入者 

   平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

2.645 1.322500

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

2.459 1.229500

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

1.260 0.630000

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

0.947 0.473500

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

0.842 0.421000

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

満の農作物共済加入者 

0.820 0.410000

100

分の

20 

 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

0.906 0.453000

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

0.673 0.336500

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

0.345 0.172500

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

0.259 0.129500

  

 

100

分の

30 

 

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

0.231 0.115500



 

    ５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

満の農作物共済加入者 

0.224 0.112000

     平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

0.248 0.124000

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

7.542 3.771000

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

3.863 1.931500

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

2.904 1.452000

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

2.583 1.291500

 法第

150条

の３

の３

第１

項に

規定

する

金額

を共

済金

額と

する

農作

物共

済 

100

分の

90 

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

満の農作物共済加入者 

2.515 1.257500

   平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

2.779 1.389500

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

2.584 1.292000

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

1.323 0.661500

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

0.995 0.497500

 

 

100

分の

80 

４ 要領により算出した平成９年 0.885 0.442500



 

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

      ５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

満の農作物共済加入者 

0.862 0.431000

   平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

0.952 0.476000

１ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が10.0％以上

の農作物共済加入者 

0.722 0.361000

２ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が1.9％以上

10.0％未満の農作物共済加入者

0.370 0.185000

３ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.5％以上

1.9％未満の農作物共済加入者

0.278 0.139000

４ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％以上

0.5％未満の農作物共済加入者

0.247 0.123500

５ 要領により算出した平成９年

産から平成17年産までの水稲

の被害率の平均が0.001％未

満の農作物共済加入者 

0.241 0.120500

  

100

分の

70 

 

 平成18年産の水稲より新しく

加入する農作物共済加入者 

0.266 0.133000

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

10.690 5.024300

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

8.317 3.908990

麦１

類 

法第

106条

第１

項第

１号

に規

定す

る金

額を

共済

100

分の

30 

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

7.226 3.396220



 

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

5.0％未満の農作物共済加入者

5.965 2.803550

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者 

5.345 2.512150

 

金額

とす

る農

作物

共済 

 

 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

7.378 3.467660

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

7.528 3.605912

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

5.857 2.805503

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

5.089 2.437631

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

5.0％未満の農作物共済加入者

4.201 2.012279

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者 

3.764 1.802956

  100

分の

40 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

5.196 2.488884

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

4.906 2.423564  100

分の

50 

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

3.817 1.885598



 

20.0％未満の農作物共済加入者

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

3.316 1.638104

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

5.0％未満の農作物共済加入者

2.738 1.352572

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者 

2.453 1.211782

  

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

3.386 1.672684

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

11.099 5.216530

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

8.635 4.058450

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

7.502 3.525940

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

5.0％未満の農作物共済加入者

6.193 2.910710

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者 

5.549 2.608030

 

法第

106条

第１

項第

２号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

100

分の

20 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

7.660 3.600200

    100

分の

30 

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

6.905 3.321305



 

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

5.373 2.584413

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

4.668 2.245308

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

5.0％未満の農作物共済加入者

3.853 1.853293

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者 

3.453 1.660893

   

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

4.766 2.292446

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

4.211 2.105500

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

3.276 1.638000

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

2.846 1.423000

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

5.0％未満の農作物共済加入者

2.349 1.174500

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者 

2.105 1.052500

  100

分の

40 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

2.906 1.453000



 

 

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

15.792 7.327488

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

12.286 5.700704

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

10.674 4.952736

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

5.0％未満の農作物共済加入者

8.812 4.088768

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者 

7.896 3.663744

 法第

106条

第１

項第

３号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

 

100

分の

10 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

10.899 5.057136

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

10.402 4.899342

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

8.093 3.811803

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

7.031 3.311601

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

5.0％未満の農作物共済加入者

5.804 2.733684

  100

分の

20 

 

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

5.201 2.449671



 

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者  

       平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

7.179 3.381309

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

6.511 3.144813

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

5.066 2.446878

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

4.401 2.125683

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

5.0％未満の農作物共済加入者

3.633 1.754739

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者 

3.256 1.572648

  100

分の

30 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

4.494 2.170602

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

16.365 7.576995

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

12.733 5.895379

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

11.062 5.121706

 法第

150条

の３

の３

第１

項に

規定

する

金額

を共

済金

額と

する

農作

物共

100

分の

90 

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

9.132 4.228116



 

5.0％未満の農作物共済加入者

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者 

8.183 3.788729 

済 

  

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

11.295 5.229585

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

12.113 5.668884

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

9.424 4.410432

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

8.188 3.831984

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

5.0％未満の農作物共済加入者

6.759 3.163212

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者 

6.056 2.834208

  100

分の

80 

 

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

8.360 3.912480

１ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が20.0％以上の

農作物共済加入者 

9.072 4.300128

２ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が12.5％以上

20.0％未満の農作物共済加入者

7.058 3.345492

  100

分の

70 

３ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 5.0％以上

12.5％未満の農作物共済加入者

6.132 2.906568



 

４ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が 2.0％以上

5.0％未満の農作物共済加入者

5.062 2.399388

５ 要領により算出した平成10年

産から平成17年産までの麦の

被害率の平均が2.0％未満の

農作物共済加入者 

4.536 2.150064

   

 平成19年産の麦より新しく加

入する農作物共済加入者 

6.261 2.967714

100

分の

30 

    7.378 3.467660

100

分の

40 

    5.196 2.488884

法第

106条

第１

項第

１号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

100

分の

50 

  3.386 1.672684

100

分の

20 

    7.660 3.600200

100

分の

30 

    4.766 2.292446

麦２

類、

麦３

類、

麦４

類及

び麦

５類 

法第

106条

第１

項第

２号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

100

分の

40 

  2.906 1.453000



 

100

分の

10 

    10.899 5.057136

100

分の

20 

  7.179 3.381309

 法第

106条

第１

項第

３号

に規

定す

る金

額を

共済

金額

とす

る農

作物

共済 

100

分の

30 

  4.494 2.170602

100

分の

90 

    11.295 5.229585

100

分の

80 

  8.360 3.912480

 法第

150条

の３

の３

第１

項に

規定

する

金額

を共

済金

額と

する

農作

物共

済 

100

分の

70 

  6.261 2.967714

 



 

   附 則 

 この条例は、三重県知事の認可のあった日から施行し、改正後の津市農業共

済条例の規定は、水稲については平成２１年産のものから、麦については平成

２２年産のものから適用し、平成２１年産の麦については、なお従前の例によ

る。 

 

 



 

 

 

津市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

  平成２０年１２月２２日 

 

津市長 松 田 直 久   

     

津市条例第３９号 
津市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例   

 津市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年津市条例第２０２

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１南部分担区の項の次に次のように加える。    

一志第２処理分区第１分担区          ３８４円

一志第３－２処理分区第１分担区          ３８４円

一志第３－３処理分区第１分担区          ３８４円

一志第４－１処理分区第１分担区          ３８４円

白山第１処理分区第１分担区          ３８４円

白山第２処理分区第１分担区          ３８４円

   附 則 

 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

 津市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２０年１２月２２日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

津市条例第４０号 

   津市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 津市立学校設置条例（平成１８年津市条例第２３２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第１号の表中 

「 津市立美杉東小学校      津市美杉町八知５８６４番地    

  津市立太郎生小学校      津市美杉町太郎生２１２８番地１  を  

  津市立美杉南小学校      津市美杉町奥津１０２５番地   」       

「 津市立太郎生小学校      津市美杉町太郎生２１２８番地１ 

  津市立美杉小学校       津市美杉町奥津１０２５番地   」   

改める。                                                          

   附 則 

 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   

 

 

に



  

 

 

津市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２０年１２月２２日 

 

                                            津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第４１号 

   津市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 津市国民健康保険条例（平成１８年津市条例第１３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、市長が健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６条

の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、

これに３万円を上限として加算するものとする。 

   附 則 

１ この条例は、平成２１年１月１日から施行する。 

２ 改正後の津市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産

について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。 



 津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の施行

に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。 

  平成２０年１２月２４日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

津市規則第６４号 

   津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の

施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

 （津市職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第１条 津市職員の育児休業等に関する規則（平成１８年津市規則第２３号）

の一部を次のように改正する。 

第９条第１号中「津市公益法人等への職員の派遣に関する条例」を「津市

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。 

 （津市公益法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正） 

第２条 津市公益法人等への職員の派遣等に関する規則（平成１８年津市規則

第２５号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    津市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則 

第１条中「津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「津市公益

的法人等への職員の派遣等に関する条例」に、「公益法人等」を「公益的法

人等」に改める。 

 （津市職員の給与の支給に関する規則の一部改正） 

第３条 津市職員の給与の支給に関する規則（平成１８年津市規則第２６号）

の一部を次のように改正する。 

第５条第１項第３号中「津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例」

を「津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に、「公益法人等派

遣条例」を「公益的法人等派遣条例」に改め、同条第２項中「公益法人等派

遣条例」を「公益的法人等派遣条例」に改める。 

第７条第３項中「公益法人等派遣条例」を「公益的法人等派遣条例」に、

「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改める。 

第１８条第６号中「公益法人等無給派遣職員」を「公益的法人等無給派遣

職員」に、「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改める。 



第２４条第２項第２号、第３０条第３号及び第３４条第２項第２号中「公

益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改める。 

（平成１８年改正給与条例附則第７条の規定による給料に関する規則の一部

改正） 

第４条 平成１８年改正給与条例附則第７条の規定による給料に関する規則（ 

平成１８年津市規則第２７１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第６号オ中「津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「 

津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に、「公益法人等派遣条

例」を「公益的法人等派遣条例」に改め、同条第７号中「公益法人等派遣条

例」を「公益的法人等派遣条例」に改める。 

第４条第１項第２号中「公益法人等派遣条例」を「公益的法人等派遣条例」

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 津市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  平成２０年１２月２６日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

 

津市規則第６５号 

   津市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第５

号）の一部を次のように改正する。 

 別表広聴費の項を次のように改める。 

広報広聴費  会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民

に報告し、ＰＲするために要する経費並びに会派が住民から

の市政及び会派の政策等に対する要望及び意見を吸収するた

めの会議等に要する経費（広報紙、印刷費、送料、会場費、

茶菓子代等） 

 第９号様式（裏）中「広 聴 費」を「広報広聴費」に改める。 

      附  則 

１ この規則は、平成２１年１月１日から施行する。 

２ 改正後の津市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則別表の規定は、 

 この規則の施行の日以後に締結する支出の原因となる契約その他の行為に係

る政務調査費について適用し、同日前に締結した支出の原因となる契約その

他の行為に係る政務調査費については、なお従前の例による。 

 



津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２０年１２月２６日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

津市規則第６６号 

   津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市国民健康保険条例施行規則（平成１８年津市規則第１１３号）の一部を

次のように改正する。 

 第２８条中「条例第４条に規定する出産育児一時金」を「出産育児一時金」

に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

  条例第４条に規定する出産育児一時金（以下「出産育児一時金」という。

は、健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６条ただし書に規

定する出産であると認められるときは、３万円を加算する。 

   附 則 

１ この規則は、平成２１年１月１日から施行する。 

２ 改正後の津市国民健康保険条例施行規則第２８条第１項の規定は、この規

則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従

前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

）



津市訓令第１２号 

庁中一般  

出先機関  

 津市職員任免事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２０年１２月２４日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

津市職員任免事務取扱規程の一部を改正する訓令 

津市職員任免事務取扱規程（平成１８年津市訓令第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表派遣の項中「公益法人等への派遣」を「公益的法人等への派遣」に、「 

津市公益法人等への職員の派遣に関する条例」を「津市公益的法人等への職員

の派遣等に関する条例」に、「公益法人等へ派遣」を「公益的法人等へ派遣」

に、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的

法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 



津市告示第２０４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１１年河芸町告示第１１４１号で認可した地縁による団体から告示さ

れた事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  平成２０年１２月１６日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 届出者 

  三行自治会 

  津市河芸町三行１２８１番地２ 

   代表者 米 倉 孝 一 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
須 田 純 正 

津市河芸町三行１２２３番地 

変更後 
米 倉 孝 一 

津市河芸町三行１２８１番地２ 

３ 変更の理由 

会長の任期に伴う交代 

４ 変更年月日 

平成２０年４月１日 

 

 



津市告示第２０５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２０年１２月１６日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

 

 路線名  ３２５３   むつみヶ丘団地安東小学校線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市長岡町字小黒８００番４４２地

先から 

津市長岡町字小黒８００番４４１地

先まで 

旧 

9.2～9.7 45.0 

津市長岡町字小黒８００番４４２地

先から 

津市長岡町字小黒８００番４４１地

先まで 

新 

10.8～17.2 45.0 

 



津市告示第２０６号 

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。 

  平成２０年１２月１７日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

    記 

 国民健康保険被保険者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

０１０５７８４ 平成２０年１０月１日 平成２０年１２月 １日 

９２０９５０９ 平成２０年１０月１日 平成２０年１１月１６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第２０７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、次

のとおり町及び字の区域を変更する。 

  平成２０年１２月２４日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 津市あのつ台一丁目に編入する区域 

  津市大里小野田町字八知７８０の７、７８０の８、河芸町南黒田字山王１

０７９の２、１０７９の３、１０７９の５、１１０５、１１０８の５、１９

５２の６、字内垣内１３１２の１、１３１４、１３１５の１、１３１６の１、

１３１８の１、１３２１の１、１３２３、字元里６８３の２、１３３０、１

３３０の１、１３３２の３、１３３５、１３３７、１３３８の１５、１３８

２の１、１３８６、１３８７の３、１３８７の４、１３８９、１３９６、１

４００、１４０３の２、１４１１の６、１４１１の７、１４１５ 

２ 津市あのつ台五丁目に編入する区域 

 津市大里小野田町字八知７８０の１、７８０の９から７８０の１１まで、

字下八知８８１、８８１の２、８８６の１、８９２、９１９の２、９１９の

６から９１９の８まで、大里山室町字百石７７８の２、７７８の１３、７７

８の１４、８１１の１、河芸町南黒田字山沖９４０、９４４、９４５、９４

５の１、９６５、９６９の１、９７２の１、９７２の１５、９７４、９７４

の１、９７５、９８１、９８２の１、９８５、９８７、９８８の１、９８８

の２、９９７、９９７の１、９９７の３、１００１の３、１００１の７、１

００２、字山王１０５５の１、１０５６の１、１０６９の１、１０７０の１、

１０７４、１０７８、１０７９の１、１０７９の４、１０８１の２ 

 

 



津市告示第２０８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、次

のとおり町の区域を変更する。 

  平成２０年１２月２４日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

 津市高茶屋一丁目に編入する区域 

 津市高茶屋四丁目１１５２の５及びこれに隣接する道路である公有地の全部 

 



津市告示第２０９号 

津市住居表示に関する条例（昭和４０年津市条例第１５号）第５条の規定に

基づき、高茶屋一丁目及び四丁目の街区の区域を変更し、次のように定める。 

  平成２０年１２月２４日 

 

              津市長 松 田 直 久   

 

１ 変更区域（別図のとおり） 

  高茶屋一丁目３番街区及び高茶屋四丁目３０番街区 

 

２ 実施期日 

  平成２０年１２月２４日 

 

３ 実施方法 

  街区方式 

 

 





津市告示第２１０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平

成２０年１２月２２日に市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

  平成２０年１２月２５日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

１ 平成２０年１０月３日に専決処分した予算 

平成２０年度津市一般会計補正予算（第４号） 

２ 平成２０年１２月２２日に議決を経た予算 

（１）平成２０年度津市一般会計補正予算（第５号） 

（２）平成２０年度津市モーターボート競走事業特別会計補正予算（第１号） 

（３）平成２０年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

（４）平成２０年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

（５）平成２０年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

（６）平成２０年度津市風力発電事業特別会計補正予算（第２号） 

（７）平成２０年度津市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

（８）平成２０年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号） 

（９）平成２０年度津市椋本財産区特別会計補正予算（第１号） 

























































津市告示第２１１号 

 津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第３７条第２項の規定

により平成２１年産の麦に適用する共済掛金率等を別紙のとおり告示する。 

平成２０年１２月２５日 

 

津市長 松 田 直 久   



別 紙  

単 位 当 た り 共 済 額  

(円 /㎏ ）  

農 作  

物 共  

済 の  

共 済  

目 的  

の 種  

類 等  

農 作 物 共 済

の 種 類  

法 第 107 条

第 4 項 の 規

定 に よ る 危

険 段 階 別  

 

対 象  

農 業  

者 耕  

地  

そ れ

以 外

の 耕

地  

ビ

ー

ル

用

種

子  

用  

共 済  

掛 金  

率  

農 家  

負 担  

共 済  

掛 金  

率  

1  

危 険 段 階

基 準 共 済

掛 金 設 定

要 領（ 以 下

｢ 要 領 ｣ と

い う 。） に

よ り 算 出

し た 平 成

10 年 産 か

ら 平 成 17

年 産 ま で

の 麦 の 被

害 率 20. 0  

％ 以 上 の

組 合 員  

72 4 6 ― 14 4 1 0 . 6 9 0  5 . 0 2 4 3 0 0

麦  

１ 類  

法 第  

10 6

条 第  

1 項  

第 1 

号 に  

規 定  

す る  

金 額  

を 共  

済 金  

額 と  

す る  

農 作  

物 共  

済  

1 0 0  

分 の  

3 0  

2  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の  

72 4 6 ― 14 4 8 . 3 1 7  3 . 9 0 8 9 9 0



麦 の 被 害

率 の 平 均

が 12. 5％

以 上 20. 0  

%未 満 の 組

合 員 等  

 

3  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 の 平 均

が 5.0 %以

上 12 . 5 %

未 満 の 組

合 員 等  

72 4 6 ― 14 4 7 . 2 2 6  3 . 3 9 6 2 2 0

   

4  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 の 平 均

が 2.0 %以

上 5.0 %未

満 の 組 合

員 等  

72 4 6 ― 14 4 5 . 9 6 5  2 . 8 0 3 5 5 0  



5  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 の 平 均

が 2.0 %未

満 の 組 合

員 等  

72 4 6 ― 14 4 5 . 3 4 5  2 . 5 1 2 1 5 0  

 

平 成 19 年

産 の 麦 よ

り 新 し く

加 入 す る

組 合 員 等  

72 4 6 ― 14 4 7 . 3 7 8  3 . 4 6 7 6 6 0  

1  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 20. 0 %  

以 上 の 組

合 員  

72 4 6 ― 14 4 7 . 5 2 8  3 . 6 0 5 9 1 2  

  

1 0 0

分 の

40  

2  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら  

72 4 6 ― 14 4 5 . 8 5 7  2 . 8 0 5 5 0 3  



平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 の 平 均

が 12. 5％

以 上 20. 0  

%未 満 の 組

合 員 等  

      

3  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 の 平 均

が 5.0 %以

上 12 . 5 %

未 満 の 組

合 員 等  

72 4 6 ― 14 4 5 . 0 8 9  2 . 4 3 7 6 3 1  

   

4  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 の 平 均

が 2.0 %以

上 の 組 合  

72 4 6 ― 14 4 4 . 2 0 1  2 . 0 1 2 2 7 9  



等        

5  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 の 平 均

が 2.0 %未

満 の 組 合

員 等  

72 4 6  -  1 4 4 3 . 7 6 4  1 . 0 8 0 2 9 5 6

  

平 成 19 年

産 の 麦 よ

り 新 し く

加 入 す る

組 合 員 等  

72 4 6  -  1 4 4 5 . 1 9 6  2 . 4 8 8 8 8 4  

1  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 20. 0 %  

以 上 の 組

合 員  

- -  -  -  1 6 . 3 6 5  7 . 5 7 6 9 9 5  

 

法 第  

1 5 0  

条 の  

３ の  

第 1 

項 に  

規 定  

す る  

金 額  

を 共  

済 金  

額 と  

す る  

10 0

分 の

10  

2  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10 

-  -  -  -  1 2 . 7 3 3  5 . 8 9 5 3 7 9  



年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 20. 0 %  

以 上 の 組

合 員 の  

      

3  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 の 平 均

が 5.0 %以

上 12 . 5 %

未 満 の 組

合 員 等  

- -  -  -  1 1 . 0 6 2  5 . 1 2 1 7 0 6  

 農 作  

物 共  

済  

 

4  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 の 平 均

が 2.0 %以

上 5.0 %未  

満 の 組 合  

- -  -  -  9 . 1 3 2  4 . 2 2 8 1 1 6  



員 等        

5  

要 領 に よ

り 算 出 し

た 平 成 10

年 産 か ら

平 成 17 年

産 ま で の

麦 の 被 害

率 の 平 均

が 2.0 %未

満 の 組 合

員 等  

- -  -  -  8 . 1 8 3  3 . 7 8 8 7 2 9  

   

平 成 19 年

産 の 麦 よ

り 新 し く

加 入 す る

組 合 員 等  

- -  -  -  1 1 . 2 9 5  5 . 2 2 9 5 8 5  

1 0 0

分 の

30  

 6 1  3 9  6 7 1 2 2 7 . 3 7 8  3 . 4 6 7 6 6 0  

麦 2 

類  

法 第  

10 6

条 第  

1 項  

第 1 

号 に  

規 定  

す る  

金 額  

を 共  

済 金  

額 と  

10 0

分 の

40  

 6 1  3 9  6 7 1 2 2 5 . 1 9 6  2 . 4 8 8 8 8 4  



す る  

農 作  

物 共  

済  

         

法 第  

1 5 0  

条 の  

３ の  

第 1 

項 に  

規 定  

す る  

金 額  

を 共  

済 金  

額 と  

す る  

農 作

物 共

済  

10 0

分 の

10  

 -  -  -  -  1 1 . 2 9 5  5 . 2 2 9 5 8 5  

1 0 0

分 の

30  

 7 1  4 5  -  1 0 7 7 . 3 7 8  3 . 4 6 7 6 6 0  

麦 3 

類  

法 第  

10 6

条 第  

1 項  

第 1 

号 に  

規 定  

す る  

金 額  

を 共  

10 0

分 の

40  

 7 1  4 5  -  1 0 7 5 . 1 9 6  2 . 4 8 8 8 8 4  



済 金  

額 と  

す る  

農 作  

物 共  

済  

         

法 第  

1 5 0  

条 の  

３ の  

第 1 

項 に  

規 定  

す る  

金 額  

を 共  

済 金  

額 と  

す る  

農 作

物 共

済  

10 0

分 の

10  

 -  -  -  -  1 1 . 2 9 5  5 . 2 2 9 5 8 5  

1 0 0

分 の

30  

 

7 2  5 2  -  1 4 4 7 . 3 7 8  3 . 4 6 7 6 6 0

麦 4 

類  

法 第  

10 6  

条 第  

1 項  

第 1 

号 に  

規 定  

す る  

10 0

分 の

40  

 

7 2  5 2  -  1 4 4 5 . 1 9 6  2 . 4 8 8 8 8 4



金 額  

を 共  

済 金  

額 と  

す る  

農 作  

物 共  

済  

        

法 第  

1 5 0  

条 の  

３ の  

第 1 

項 に  

規 定  

す る  

金 額  

を 共  

済 金  

額 と  

す る  

農 作

物 共

済  

10 0

分 の

10  

 -  -  -  -  1 1 . 2 9 5  5 . 2 2 9 5 8 5

麦 5 

類  

法 第  

10 6

条 第  

1 0 0

分 の

30  

 -  -  -  -  7 . 3 7 8  3 . 4 6 7 6 6 0



1 項  

第 1 

号 に  

規 定  

す る  

金 額  

を 共  

済 金  

額 と  

す る  

農 作  

物 共  

済  

1 0 0

分 の

40  

 -  -  -  -  5 . 1 9 6  2 . 4 8 8 8 8 4

 法 第  

1 5 0  

条 の  

３ の  

第 1 

項 に  

規 定  

す る  

金 額  

を 共  

済 金  

額 と  

す る  

農 作

物 共

済  

10 0

分 の

10  

 -  -  -  -  1 1 . 2 9 5  5 . 2 2 9 5 8 5

注   対 象 農 業 者 耕 地 と は 、 農 業 の 担 い 手 に 対 す る 経 営 安 定 の た め の 交 付 金 に 関



す る 法 律 （ 平 成 18 年 法 律 第 88 号 ） 第 5 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 同 法 第 3 条 第 1

項 第 2 号 の 交 付 金 の 交 付 の 申 請 を す る 者 で あ っ て 、 同 法 第 2 条 第 2 項 各 号 に 掲 げ

る 要 件 に 該 当 す る 者 が 耕 作 の 業 務 を 営 む 耕 地 を い い 、 そ の 他 と は 、 そ れ 以 外 の 者

が 耕 作 の 業 務 を 営 む 耕 地 を い う 。  

 



津市公告第１９２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成２０年１２月１６日 

 

                        津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成２０年１２月５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市夢が丘一丁目、夢が丘二丁目、一身田大古曽字奥池ノ下、長谷池ノ面、 

 山ノ口（６－２工区） 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市栄町一丁目８９１ 

  日本勤労者住宅協会（業務取扱団体）三重県労働者住宅生活協同組合  

理事長 中居 信明 

  津市栄町一丁目８９１ 

  三重県労働者住宅生活協同組合 理事長 中居 信明 

  津市大倉１９－１ 

  日本土建株式会社 取締役社長 田村 欣也 



津市公告第１９３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成２０年１２月１６日 

 

                        津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成２０年１２月８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市藤方字中堰東６６２ほか５筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市藤方１０９６ 

  飯田 麻記子 

   



津市公告第１９４号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２０年１２月１６日 
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２０年１２月１２日 
２ 抑留期間 平成２０年１２月１９日まで 

番号 捕獲した 
場所 

種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
久居一色町 

雑種 白茶

 
 

オス 中 ９１日

以上 
黄色の首輪

２ 
 

 

津市 
島崎町 

ダルメシア

ン 
白黒

 
 

オス 中 ９１日

以上 
赤色の首輪

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市公告第１９５号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２０年１２月１８日 
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２０年１２月１６日 
２ 抑留期間 平成２０年１２月２４日まで 

番号 捕獲した 
場所 

種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
白塚町 

雑種 白茶

 
 

オス 中 ９１日

以上 
 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市公告第１９６号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行するので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則

（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告します。 

  平成２０年１２月２４日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

記 

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

【格付】

有

常駐配置（主任技術者と兼務可）

420122401

まで

津北工事事務所

平成２０年度北道維第３３号

格 付 要 件

過去５年間の官公庁元請実績で以下のとおり
　　とび・土工・コンクリート工事で発注された薬液注入工法による
　地盤改良工事　（土木一式工事などに含まれるものは除く）

必着平成21年1月9日

無 　

その他要件

免 除

平成21年3月24日

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

発 注 業 種

工 事 名

工 事 場 所

【格付】

【地区】

【地区】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成20年12月24日

側溝工（Ｕ型３００）　　２７．５ｍ

アスファルト舗装工　　２９０ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

とび・土工・コンクリート

所在地要件

【格付】

【格付】【地区】

【地区】

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

市内本店又は市内支店等

建設業許可 特定・一般

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

契約保証金

主任(監理)技術者

有

契約金額の１００分の１０以上

平成21年1月9日

 ㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

郵便入札（一般書留・簡易書留・配達記録郵便に限る）

〒514-8799　郵便事業（株）津支店 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津北工事事務所・津南工事事務所

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

地盤改良工事

なし

工事種別

その他

本公告の日から 平成21年1月9日

本公告の日から

平成21年1月14日 午前１０時００分

19,307,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）　　２４０本

津市 半田字長峯 地内 

　　事後審査型条件付一般競争入札

同業種の技術者（実務経験）以上の者（専任配置）

年平均完成工事高を有すること（審査基準日：平成１８年１０月１日～平成１９年９月３０日）

技術者要件

半田字長峯地内道路復旧（地盤改良）工事



津市公告第１９７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成２０年１２月２４日 

 

                        津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成２０年１２月１６日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市大園町５９－１ほか１筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市広明町４１８－１ 

  （株）トップハウス 

  代表取締役 浪岡 昭 



津市公告第１９８号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２０年１２月２４日 
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２０年１２月１９日 
２ 抑留期間 平成２１年１月５日まで 

番号 捕獲した 
場所 

種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
美杉町石名原 

雑種 白茶

 
 

メス 中 ９１日

以上 
茶色の首輪 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市公告第１９９号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２０年１２月２５日 
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２０年１２月２２日 
２ 抑留期間 平成２１年１月６日まで 

番号 捕獲した 
場所 

種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
芸濃町椋本 

Ｇ・レトリ

バー 
茶 
 
 

メス 大 ９１日

以上 
 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市公告第２００号 

 津市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年１月１日津市条例

第２０２号）第３条第２項の規定により、負担区の名称、区域及び地積を次の

とおり公告します。 

平成２０年１２月２６日 

 

津市長 松 田 直 久   

                                      

負担区の名称 区域 地積 

一志第２処理分区 

第１分担区 

一志町井生の一部 

一志町大仰の一部 

一志町井関の一部 

１４７，３００ 

平方メートル 

一志第３－２処理分区 

第１分担区 

一志町高野の一部 

一志町田尻の一部 

４７，９００ 

平方メートル 

一志第３－３処理分区 

第１分担区 

一志町井関の一部 

一志町高野の一部 

一志町田尻の一部 

２３７，９００ 

平方メートル 

一志第４－１処理分区 

第１分担区 

一志町虹が丘の一部 

 

１８０，８００ 

平方メートル 

白山第１処理分区 

第１分担区 

白山町川口の一部 

 

１３７，２００ 

平方メートル 

白山第２処理分区 

第１分担区 

白山町川口の一部 

 

１８３，３００ 

平方メートル 

 



津市公告第２０１号 
 津市地域の農業の振興に関する計画を変更するので、農業振興地域の整備に

関する法律施行規則（昭和４４年農林省令第４５号）第４条の４第１項第２７

号のロの規定により公告し、当該地域の農業の振興に関する計画の変更案を次

のとおり縦覧に供します。 
 なお、本市に住所を有する者は、同規定により、当該地域の農業の振興に関

する計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することがで

きます。 
  平成２０年１２月２６日 
 

津市長 松 田 直 久 
 
１ 地域の農業の振興に関する計画の変更案の縦覧期間及び時間 
  平成２０年１２月２６日から平成２１年１月２６日まで（午前８時３０分 

から午後５時１５分まで） 
２ 地域の農業の振興に関する計画の変更案の縦覧場所 

津市農林水産部農林水産政策課（津市役所庁舎６階） 
３ 意見書の提出方法先及び提出先 
  意見は書面によるものとし、次の提出先に直接持参するか、郵送、ファク 

シミリ又は電子メールにより受け付けます。 
  （提出先） 
   津市農林水産部農林水産政策課 
    〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 
    ＦＡＸ番号 ０５９－２２９－３１６８ 
    メールアドレス 229-3171@city.tsu.lg.jp 
 



津市公告第２０２号 

平成２０年産麦に係る農作物共済（災害収入共済方式）の共済金の支払額を

決定したので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第４１条

の規定により、農作物共済加入者ごとに共済金の支払額、農作物共済減収量、

共済金の支払期日及び支払方法を別紙のとおり公表します。 

平成２０年１２月２６日 

 

津市長 松 田 直 久   

 



平成２０年産麦共済（災害収入共済方式）共済金支払額及び 

減収量等地域別一覧 

所在地 減収量 
共済金 

支払額 
支払期日 支払方法

    ㎏  円

津市

安東 
櫛形 25,667 890,768

津市

安濃 
村主 5,519 185,699

津市

美里 
辰水 1,409 8,801

津市

美里 
辰水 2,052 63,966

津市

一志 
大井 59,892 2,585,312

計  94,539 3,734,546

平成 20 年 11 月 28 日  口座振込

 



津市公告第２０３号 

平成２０年産水稲に係る農作物共済（一筆方式）の共済金の支払額を決定し

ましたので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第４１条の

規定により、農作物共済加入者ごとに、共済金の支払額、農作物共済減収量、

共済金の支払期日及び支払方法を別紙のとおり公表します。 

平成２０年１２月２６日 

 

津市長 松 田 直 久 

 



地区名
共済金の　
支払額(円)

農作物共済
減収量(kg)

共済金の
支払期日

共済金の
支払方法

平成20年産　水稲　加入者ごと共済金支払額等一覧

268,995 1,185 平成20年12月22日 口座振込旧津

25,651 113 平成20年12月22日 口座振込栗真

1,413,756 6,228 平成20年12月22日 口座振込神戸

46,762 206 平成20年12月22日 口座振込櫛形

233,583 1,029 平成20年12月22日 口座振込櫛形

13,393 59 平成20年12月22日 口座振込櫛形

71,505 315 平成20年12月22日 口座振込櫛形

78,542 346 平成20年12月22日 口座振込櫛形

27,467 121 平成20年12月22日 口座振込櫛形

22,246 98 平成20年12月22日 口座振込櫛形

12,939 57 平成20年12月22日 口座振込櫛形

23,835 105 平成20年12月22日 口座振込櫛形

6,583 29 平成20年12月22日 口座振込櫛形

23,381 103 平成20年12月22日 口座振込櫛形

17,479 77 平成20年12月22日 口座振込片田

111,230 490 平成20年12月22日 口座振込片田

40,633 179 平成20年12月22日 口座振込片田

36,547 161 平成20年12月22日 口座振込芸濃町　明

23,608 104 平成20年12月22日 口座振込芸濃町　安西

14,755 65 平成20年12月22日 口座振込芸濃町　雲林院

9,534 42 平成20年12月22日 口座振込芸濃町　雲林院

286,474 1,262 平成20年12月22日 口座振込安濃町　草生

32,688 144 平成20年12月22日 口座振込安濃町　草生

376,820 1,660 平成20年12月22日 口座振込安濃町　草生

1,362 6 平成20年12月22日 口座振込安濃町　村主

101,469 447 平成20年12月22日 口座振込安濃町　村主

1,135 5 平成20年12月22日 口座振込美里町　長野

3,859 17 平成20年12月22日 口座振込美里町　長野

3,405 15 平成20年12月22日 口座振込美里町　辰水

117,132 516 平成20年12月22日 口座振込美杉町　八知①

28,148 124 平成20年12月22日 口座振込美杉町　太郎生（上）

1



地区名
共済金の　
支払額(円)

農作物共済
減収量(kg)

共済金の
支払期日

共済金の
支払方法

平成20年産　水稲　加入者ごと共済金支払額等一覧

55,388 244 平成20年12月22日 口座振込美杉町　太郎生（中）

11,350 50 平成20年12月22日 口座振込美杉町　太郎生（中）

35,412 156 平成20年12月22日 口座振込美杉町　伊勢地②

20,657 91 平成20年12月22日 口座振込美杉町　多気(上多気)

19,295 85 平成20年12月22日 口座振込美杉町　下之川

6,129 27 平成20年12月22日 口座振込美杉町　下之川

60,609 267 平成20年12月22日 口座振込美杉町　下之川

15,890 70 平成20年12月22日 口座振込美杉町　下之川

94,886 418 平成20年12月22日 口座振込白山町　家城

39,725 175 平成20年12月22日 口座振込白山町　家城

119,175 525 平成20年12月22日 口座振込白山町　家城

34,050 150 平成20年12月22日 口座振込白山町　家城

173,428 764 平成20年12月22日 口座振込白山町　家城

77,634 342 平成20年12月22日 口座振込白山町　大三

242,890 1,070 平成20年12月22日 口座振込白山町　大三

73,548 324 平成20年12月22日 口座振込白山町　大三

46,762 206 平成20年12月22日 口座振込白山町　大三

80,131 353 平成20年12月22日 口座振込白山町　大三

46,762 206 平成20年12月22日 口座振込白山町　大三

26,105 115 平成20年12月22日 口座振込白山町　倭

41,314 182 平成20年12月22日 口座振込白山町　倭

39,044 172 平成20年12月22日 口座振込白山町　倭

78,996 348 平成20年12月22日 口座振込白山町　倭

9,307 41 平成20年12月22日 口座振込白山町　倭

36,320 160 平成20年12月22日 口座振込白山町　八ツ山

24,970 110 平成20年12月22日 口座振込白山町　八ツ山

4,994 22 平成20年12月22日 口座振込白山町　八ツ山

665,110 2,930 平成20年12月22日 口座振込一志町　大井

40,860 180 平成20年12月22日 口座振込一志町　波瀬

50,394 222 平成20年12月22日 口座振込一志町　波瀬

21,565 95 平成20年12月22日 口座振込一志町　波瀬
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地区名
共済金の　
支払額(円)

農作物共済
減収量(kg)

共済金の
支払期日

共済金の
支払方法

平成20年産　水稲　加入者ごと共済金支払額等一覧

66,057 291 平成20年12月22日 口座振込一志町　波瀬

38,817 171 平成20年12月22日 口座振込一志町　波瀬

37,682 166 平成20年12月22日 口座振込一志町　波瀬

12,258 54 平成20年12月22日 口座振込一志町　波瀬

7,037 31 平成20年12月22日 口座振込一志町　川合

15,663 69 平成20年12月22日 口座振込一志町　川合

27,013 119 平成20年12月22日 口座振込一志町　川合

31,326 138 平成20年12月22日 口座振込一志町　川合

111,911 493 平成20年12月22日 口座振込一志町　川合

19,976 88 平成20年12月22日 口座振込一志町　川合

42,676 188 平成20年12月22日 口座振込一志町　川合

154,814 682 平成20年12月22日 口座振込一志町　川合

782,923 3,449 平成20年12月22日 口座振込一志町　川合

897,785 3,955 平成20年12月22日 口座振込一志町　高岡

8,399 37 平成20年12月22日 口座振込一志町　高岡

8,399 37 平成20年12月22日 口座振込一志町　高岡

90,119 397 平成20年12月22日 口座振込旧久居

14,301 63 平成20年12月22日 口座振込久居　戸木

64,695 285 平成20年12月22日 口座振込久居　七栗

132,114 582 平成20年12月22日 口座振込久居　稲葉

93,978 414 平成20年12月22日 口座振込久居　稲葉

322,794 1,422 平成20年12月22日 口座振込久居　稲葉

35,185 155 平成20年12月22日 口座振込久居　榊原

153,225 675 平成20年12月22日 口座振込久居　榊原

401,109 1,767 平成20年12月22日 口座振込久居　榊原

8,853 39 平成20年12月22日 口座振込久居　榊原

20,203 89 平成20年12月22日 口座振込久居　榊原

35,639 157 平成20年12月22日 口座振込久居　榊原

162,532 716 平成20年12月22日 口座振込久居　榊原

51,529 227 平成20年12月22日 口座振込久居　榊原

12,485 55 平成20年12月22日 口座振込久居　須ケ瀬
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地区名
共済金の　
支払額(円)

農作物共済
減収量(kg)

共済金の
支払期日

共済金の
支払方法

平成20年産　水稲　加入者ごと共済金支払額等一覧

22,246 98 平成20年12月22日 口座振込久居　須ケ瀬

34,504 152 平成20年12月22日 口座振込香良洲町

11,350 50 平成20年12月22日 口座振込香良洲町

10,669 47 平成20年12月22日 口座振込香良洲町

42,903 189 平成20年12月22日 口座振込香良洲町

69,689 307 平成20年12月22日 口座振込香良洲町

9,820,474 円 43,262 ㎏合計 99 戸
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津市教育委員会告示第１６号 

 教育委員会を次のとおり招集する。 

  平成２０年１２月２２日 

 

 

        津市教育委員会 

                       委員長 中 西 智 子 

 

 

１ 招集の日時 平成２０年１２月２４日（水）午度１時３０分から 

２ 招集の場所 教育委員会室 

３ 会議の事件  

（１） 津市教育振興ビジョンについて 

（２） 津市人権教育基本方針について 

（３） 津市生涯学習振興計画について 

（４）平成２１年度全国学力・学習状況調査の実施について 

（５）就学等に関する規則の一部の改正について 

（６）津市通学区域審議会委員の委嘱について 

（７）津市立太郎生小学校の統廃合年度について 

（８）教育委員長の選任について 

 



津市水道局公告第１１号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行するので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則

（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告します。 

  平成２０年１２月２２日 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次  

 

記 

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

　

前 金 払 有

部 分 払 無

入札保証金 免　除

契約保証金 免　除

予 定 価 格 3,999,000

最低制限価格 有

開 札 日 時
及 び 場 所

平成２１年１月１６日 午前１０時００分　

津市水道局２階　入札室

入札方法等

入 札 方 法 郵便入札（一般書留・簡易書留・配達記録郵便に限る）

提 出 期 限 平成２１年１月１３日 必着

郵 送 先 〒514-8799　津中央郵便局留　津市水道局　水道総務課 宛

まで

閲 覧 場 所 水道総務課

設 計 図 書
の 購 入

購 入 期 間 本公告の日から 平成２１年１月１３日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

設 計 図 書
の 閲 覧

閲 覧 期 間 本公告の日から 平成２１年１月１３日

その他要件

津市水道局指定給水装置工事事業者である者

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

同 種 工 事
実 績 要 件

【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】

【地区】久居・白山・美杉 【格付】Ｂ

【地区】津・香良洲 【格付】Ｂ

【格付】Ｂ・Ａ１・Ａ２【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】一志

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件 あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲

発 注 業 種 土木一式（配水管工事）

工 期 契約締結の日から 平成２１年３月１６日 まで

工 事 概 要

消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝5箇所

工 事 名
平成２０年度　工務第６０号

市内消火栓設置工事

工 事 場 所 津市 大谷町ほか４町 地内 

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２０年１２月２２日 工 事 担 当 課 工務課



円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２０年１２月２２日 工 事 担 当 課 工務課

工 事 名
平成２０年度　簡水第３号

下竹原簡易水道浄水場場内整備及び給水管布設工事

工 事 場 所 津市 美杉町竹原 地内 

まで

工 事 概 要

場内整備工　1式

付帯工　1式

給水管布設工　1式

発 注 業 種 土木一式

　

工 期 契約締結の日から 平成２１年３月１６日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格 付 要 件 あり

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居 【地区】一志

【格付】

【地区】美杉 【格付】Ｃ・Ｂ・Ａ１・Ａ２

【格付】Ｃ

【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】

【地区】

同 種 工 事
実 績 要 件

工事種別

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

設 計 図 書
の 閲 覧

閲 覧 期 間 本公告の日から 平成２１年１月１３日 まで

閲 覧 場 所 水道総務課

設 計 図 書
の 購 入

購 入 期 間 本公告の日から 平成２１年１月１３日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

入札方法等

入 札 方 法 郵便入札（一般書留・簡易書留・配達記録郵便に限る）

提 出 期 限 平成２１年１月１３日 必着

郵 送 先 〒514-8799　津中央郵便局留　津市水道局　水道総務課 宛

開 札 日 時
及 び 場 所

平成２１年１月１６日 午前１０時１５分　　

津市水道局　２階　入札室

予 定 価 格 10,201,000

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

　

 

 



円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２０年１２月２２日 工 事 担 当 課 浄水課

工 事 名
平成２０年度　浄水第４０号

市内栓水水質自動監視装置分解修繕

工 事 場 所 津市 高茶屋３丁目ほか４町 地内 

まで

工 事 概 要

高茶屋出張所水質自動監視装置分解修繕　1式

桃園教育集会所水質自動監視装置分解修繕　1式

雲出保育園水質自動監視装置分解修繕　1式

白塚出張所水質自動監視装置分解修繕　1式

発 注 業 種 電気

桃園地区集会所水質自動監視装置分解修繕　1式

工 期 契約締結の日から 平成２１年２月２７日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）内本店又は支店等

格 付 要 件 なし

地 域 ・
格 付 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】

【格付】

【地区】 【格付】

【格付】

【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】

【地区】

同 種 工 事
実 績 要 件

工事種別 過去５年間において官公庁等が発注した工事（修繕を含む）で、元請
として上水道施設の電気設備（水質計測機器）の製作又は据付の実
績を有する者であること上水道施設電気

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

設 計 図 書
の 閲 覧

閲 覧 期 間 本公告の日から 平成２１年１月１３日 まで

閲 覧 場 所 水道総務課

設 計 図 書
の 購 入

購 入 期 間 本公告の日から 平成２１年１月１３日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

入札方法等

入 札 方 法 郵便入札（一般書留・簡易書留・配達記録郵便に限る）

提 出 期 限 平成２１年１月１３日 必着

郵 送 先 〒514-8799　津中央郵便局留　津市水道局　水道総務課 宛

開 札 日 時
及 び 場 所

平成２１年１月１６日 午前１０時３０分　　

津市水道局　２階　入札室

予 定 価 格 2,849,000

最低制限価格 無

入札保証金 免 除

契約保証金 免 除

前 金 払 無

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

　

 

 



津市消防本部訓令第５号 
                              消防本部 

津市消防職員の任免に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 
平成２０年１２月２５日 

 
津市消防長 野 田 重 門 

 
津市消防職員の任免に関する訓令の一部を改正する訓令   

津市消防職員の任免に関する訓令（平成１８年津市消防本部訓令第３号）の

一部を次のように改正する。 
別表第２の２記載要領の表派遣の項中「公益法人等への派遣」を「公益的法

人等への派遣」に、「津市公益法人等への職員の派遣に関する条例」を「津市

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に、「公益法人等への一般職の

地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員

の派遣等に関する法律」に改める。 
附 則  

この訓令は、公布の日から施行する。 
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